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今月の主な紙面

5月31日に完成した新更埴体育館で、6月9日と10日に
「第54回更埴中学校体育大会」が開かれました。バスケ
ットボールの試合がアリーナで行なわれ、生徒は新しく
なった体育館で一生懸命プレーしました。

今月の表紙

【特集】新更埴体育館　完成
市政トピックス（市協働事業提案制度など）
認知症の人とその家族が安心して生活
できる地域を目指して
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新更埴体育館　完成
スポーツ・健康増進の拠点特 集

地域スポーツと健康をささえる「新しい体育館」として、平成29年1月から
工事を進めてきました更埴体育館が、5月31日に完成しました。
本格的な運用は、試運転調整などを踏まえ9月からです。
今回の特集では、更埴体育館の主なポイントを紹介します。
■問い合わせ先　戸倉体育館内　スポーツ振興課（℡026-276-1731）

新更埴体育館基本データ

■開館時間　午前9時～午後9時30分
■休館日　　毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は火曜日）
■所在地　　千曲市杭瀬下2丁目4番地
■施設概要   地上2階建て、延べ床面積約6,350平方メートル、鉄骨造

バスケットボール（2面）、バトミントン（10面）、テニス（2面）、バレーボール（4面）、ハンドボール（1面）などで使用できるアリーナ 1 階 案 内 図

外観（北西方面から）

更埴体育館には、体育館として備える基本性能のほかに、災害時における避難施設などの役割が
あります。また、だれもが使いやすい施設としてバリアフリーに配慮したつくりとなっています。
更埴体育館は、たくさんの人が快適に利用できる施設です。

Point

体育室機能

1

2 4

3

アリーナ 柔道場 剣道場 会議室・軽運動室1 2 3 4
アリーナ面積 ：約39ｍ×46m
柔道場面積　： 約16m ×28m
剣道場面積　 ： 約19ｍ×30m
会議室・軽運動室：約6ｍ×18ｍ

各種大会や練習、イベントなど
に柔軟に対応できるよう、アリ
ーナ、柔道場、剣
道場、軽運動室
を整備しました。
また、競技環境
に 適 し た 空 調

（冷暖房）設備や
照明設備などを
備えています。

観覧機能

観客席は、固定席（2階・1,568席）とロールバック式の可
動席（1階・1,452席）を設置したことで、さまざまな利用
形態に対応できます。

▲ロールバック式の可動席

防災機能
更埴体育館は、災害時の避難施設や物資輸送拠点としての役
割を担います。施設内のライフラインは、災害時にも維持で
きる備えになっています。

バリアフリー機能

高齢者や障がい者に配慮し、手すり付きの階段やエレ
ベーターを設置して、施設全体をバリアフリー化しま
した。また車椅子使用者だけでなく、高齢者、障がい

▲おむつ交換台

者、子ども連れなど多様な
人が、利用可能な多目的ト
イレも配置しています。そ
して施設内は、だれもが安
全で使いやすいデザイン
で整備されています。

▲多目的トイレ

アリーナ

医務室

更衣室

 会議室・
軽運動室

事務室
柔道場

談話室
更衣室

器具庫

入口
▲ ▲

市役所接続口
2 階 案 内 図

アリーナ

剣道場＊

＊新庁舎関連工事が終わるまでの体育館入口

オープンは９月１日、一般利用開始は９月１１日

放送室正面玄関

市庁舎

歩道橋

 更埴体育館 立体駐車場

＊
バス停

位　置　図

国道 4 0 3号 至屋代駅

至戸倉上山田

Ｎ

 工事中
 工事中

国
道
４
０
３
号
側

Ｎ

           1階   アリーナ、柔道場、事務室、更衣室、医務室、談話室、
　　　　　　  会議室・軽運動室　　　　
　　　　2階   観客席、剣道場
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市役所新庁舎建設工事の工期延長

News
完成した更埴体育館で、施設の総点検を兼ねて6月9日と10日に、「第54回更埴中学校体育大
会」が開かれました。バスケットボールの試合がアリーナで行なわれ、柔道の試合が柔道場で行
なわれました。実際にアリーナを使用した生徒に感想を聞きました。

フロアがきれいで滑らなく、プレ
ーがとてもしやすかったです。

杉田　紗
さ や

也

旧更埴体育館と比べて明るく、コ
ートも広かったです。

千曲市に大きい体育館ができて、
すごく感動しました。

天井がとても高く、バスケットボ
ールがやりやすい体育館です。

Pick up1 更埴体育館の使用方法と使用料を紹介します。

施設 使用料
（1時間につき） 電灯代 冷暖房

アリーナ
全面

市内 1,300円 1時間
700円

1時間
7,000円市外 1,950円

営利目的 42,590円

柔道場
剣道場

市内 480円 1時間
300円

柔道場
1時間300円
剣道場
1時間800円市外 720円

会議室
軽運動室

（専用の場合）

市内 100円
－ 1時間100円

市外 150円
シャワー 1回につき100円 － －

＊アリーナ・柔道場・剣道場は使用した面積により料金を
　算出します。

●今後のスケジュール

●使用方法（インターネット）

■予約システムの利用者登録（はじめて使用する団体）

更埴体育館の使用料

①「システム利用者登録申請書」「システム利用団体登録名
簿」をスポーツ振興課に提出すると、システム利用登録証
が交付されます。申請書類などは、市ホームページからダ
ウンロードするか市内体育館に用意してあります。

②システム利用登録証が交付されるとインターネットから
予約ができます。

＊システムには利用要件があります。
　詳細はスポーツ振興課に問い合わせてください。

■抽選申込み
受付期間中にシステムから手続きをします。希望日が重

　複した場合は抽選となります。
＊当選した団体は期日までに「当選利用申込」をしてくださ

い（当選利用申込をしない場合は無効になります）。
■一般予約

抽選がない日と抽選申込みがなかった日は、先着順にな
ります。

■一般利用開始日　9月11日（火）～
■一般予約受付開始日（市内団体） 7月1日（日）～
                             （市外団体） 7月5日（木）～

市役所新庁舎の建設工事は、来年の３月の完成を目指してきましたが、工期を２か月延長して５月の完成予定
となりました。工期延長の理由は昨年、旧更埴体育館の解体工事の際に、のきうらや２階アリーナ床下から新た
に見つかったアスベスト（石綿）の除去に時間を費やしたためです。

これまでの間、工期回復のためにさまざまな調整をしてきましたが、完成を早めることは難しいという判断に
至りました。

なお開庁時期は、来年の７月もしくは８月頃
を目指していますが、開庁準備期間や３庁舎か
らの引越し方法などを検討しながら決定しま
す。

新庁舎の建設工事や関連する工事について、
市民の皆さんにはご迷惑をおかけしますが、安
全に十分配慮して工事を進めますので、ご理解
とご協力をお願いします。

■問い合わせ先　更埴庁舎・新庁舎建設室（内線5311）

市役所新庁舎等建設事業スケジュール

スポーツ・健康増進の拠点
【
特
集
】

新更埴体育館 完 成

H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

供用開始（9月）

新庁舎開庁予定
7～8月頃

Pick up2
9月にオープンする更埴体育館では、バスケットボール「ホクト PRESENTS　B リーグ アーリー
カップ」の北信越ブロックが開催されます。更埴体育館で行なわれる今後のスケジュールなどを
紹介します。

大会など 期日

内覧会 9月1日（土）～2日（日）

B リーグ
アーリーカップ 9月7日（金）～9日（日）

宝くじスポーツフェア
はつらつママさん

バレーボール
11月24日（土）～25日（日）

●千曲市体育協会事務所の移転
　市役所新庁舎建設工事に伴い千曲市体育協会の事務所が、稲荷山の勤労者体育センターに移転していました
が、8月3日（金）から更埴体育館内に戻ります。

Topics 更埴体育館は、プロバスケットボール男子リーグ2部、信州ブレイブウォリアーズのホームアリー
ナです。三ツ井選手に新しくなったホームアリーナと2018-19シーズンの意気込みを聞きました。

完成した更埴体育館は、バスケットボールをはじめスポーツをする
環境として、非常に良い施設です。2018-19 シーズンからのホーム
アリーナなのでプレーをすることが、いまから楽しみです。今までの
ホームアリーナであった戸倉体育館は、B リーグの中で 1番小さい
体育館でしたが、応援してくれる皆さんの熱量はすごいものでした。
観客席の多い更埴体育館では、どのような雰囲気になるのか想像がで
きないですね。2018-19 シーズンは、応援してくれる皆さんに喜ん
でもらえるように試合に勝って、ホームアリーナが変わる節目に相

ふ さ わ

応
しいシーズンにしたいです。

三ツ井 利
か ず や

也 選手

Information

▲戸倉体育館での信州ブレイブウォリアーズの試合の様子

 戸倉上山田中学校　 さん 齋藤　億
お く と

人更埴西中学校　 くん

宮坂　泰
た い ち

地埴生中学校　 くん 西野入　叶
か な み

実屋代中学校　 さん

バスケットボール部 バスケットボール部

バスケットボール部 バスケットボール部

■問い合わせ先　戸倉体育館内　スポーツ振興課
                       （℡026-276-1731）

2か月

更埴体育館建設工事

体育館解体工事
4か月→6か月

アスベスト除去 2か月追加

新庁舎建設工事
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～

千
曲
市
協
働
事
業
提
案
制
度
は
、

市
民
の
皆
さ
ん
の
視
点
か
ら
地
域
の

課
題
解
決
や
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上

に
つ
な
が
る
事
業
を
提
案
し
て
も
ら

い
、市
と
協
働
で
行
な
う
も
の
で
す
。

今
年
度
も
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
の

提
案
を
募
集
し
ま
す
。

■
協
働
と
は

　
共
通
の
目
標
に
向
か
っ
て
、
皆
さ

ん
と
市
が
対
等
な
パ
ー
ト
ナ
ー
と

し
て
、
役
割
分
担
を
明
確
に
し
連

携
、協
力
す
る
こ
と
で
す
。

＊
こ
こ
で
い
う「
皆
さ
ん
」と
は
、
住

民
だ
け
で
は
な
く
、
区
・
自
治
会

や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
市
民
活
動
団
体
、
企

業
な
ど
、
千
曲
市
の
ま
ち
づ
く
り

を
担
う
す
べ
て
の
団
体
の
こ
と
で
、

「
市
」と
は
行
政
を
指
し
ま
す
。

■
提
案
の
種
類

①
市
民
テ
ー
マ
型　
皆
さ
ん
が
、
市

と
協
働
で
取
り
組
め
る
公
益
性
の

あ
る
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
自
由
に

設
定
し
提
案
で
き
ま
す
。

②
行
政
テ
ー
マ
型　
市
が
、
皆
さ
ん

と
協
働
で
取
り
組
み
た
い
テ
ー
マ

千
　
曲
　
市

（
提
案
者
）
市
民
、
区
・
自
治
会
、
市
民
活
動
団
体
な
ど

事業担当課による書類審査

提案者・総合政策課
事前相談期間

7月9日～27日

募集期間
８月6日～31日

申請書受付
９月3日～14日

平成31年４月～
（原則単年度）

10月中旬

平成31年３月中旬

提出書類（様式1、3～5号）
団体規約、活動状況を示す資料

提案者・事業担当課間で
提案内容を協議する

書類提出（様式第２号）

公開プレゼンテーション

最終審査選考

協定締結（事業担当課）

事業実施

事前相談期間から事業実施までの流れ

皆
さ
ん
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い

を
設
定
し
、
皆
さ
ん
か
ら
提
案
し

て
も
ら
い
ま
す
。

■
対
象
者
と
対
象
事
業

募
集
要
項
で
示
し
た
要
件
を
満
た

す
団
体
と
事
業
が
対
象
で
す
。

■
募
集
日
程

○
事
前
相
談
期
間　
７
月
9
日（
月
）

～
27
日（
金
）

○
募
集
期
間　
８
月
6
日（
月
）～
31

日（
金
）

■
審
査
方
法

書
類
審
査
の
ほ
か
、
公
開
に
よ
る

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
り
ま
す
。

■
事
業
費
の
考
え
方

事
業
の
実
施
に
直
接
必
要
な
経
費

を
算
出
し
、
役
割
分
担
に
応
じ
て
市

と
提
案
者
で
負
担
し
合
い
ま
す
。

○「
市
民
テ
ー
マ
型
」の
場
合

　
市
が
負
担
す
る
経
費
は
１
事
業

１
０
０
万
円
を
上
限
に
予
算
の
範

囲
内

○「
行
政
テ
ー
マ
型
」の
場
合

　
市
が
負
担
す
る
委
託
料
は
１
事
業

１
０
０
万
円
を
上
限
に
予
算
の
範

囲
内

■
事
業
の
実
施
期
間

原
則
と
し
て
、
平
成
31
年
度
か
ら

で
す
が
、
予
算
成
立
状
況
に
よ
り
変

動
し
ま
す
。

＊
実
施
要
領
や
、
募
集
要
項
、
提
案

書
の
様
式
は
、
更
埴
庁
舎
総
合
政

策
課
で
配
布
し
て
い
ま
す
。ま
た
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や「
み
ん
な
の

街
ま
ち
サ
イ
ト
」か
ら
も
取
得
で

き
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先　
更
埴
庁
舎
・
総

合
政
策
課（
内
線
５
３
１
２
）　

千
曲
市
協
働
事
業
提
案
制
度

　
　
　
　
　
～
８
月
6
日
（
月
）
か
ら
募
集
～

市政トピックス

姨
捨
ス
マ
ー
ト
Ｉ
Ｃ
が
2 4
時
間
化
に

第
一
回
千
曲
市
産
ワ
イ
ン
を
楽
し
む
会

6
月
1
日
か
ら
長
野
自
動
車
道
姨

捨
サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
の
ス
マ
ー
ト
イ

ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
が
、
24
時
間
の
利

用
と
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
は
午
前
6
時
か
ら
午
後

10
時
ま
で
に
限
ら
れ
て
い
ま
し
た

が
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
声
に
よ
り
利

用
時
間
の
制
限
が
な
く
な
り
ま
し

た
。
24
時
間
化
に
よ
り
利
便
性
が
高

ま
る
だ
け
で
な
く
、
観
光
な
ど
さ
ま

ざ
ま
な
面
で
の
効
果
が
期
待
さ
れ
ま

す
。

■
対
象
車
種　
Ｅ
Ｔ
Ｃ
車
載
器
を
搭

載
し
た
二
輪
車
、軽
自
動
車
、普

通
自
動
車（
高
さ
6
㍍
以
下
）

■
出
入
り
方
向　
麻
績
イ
ン
タ
ー
チ

ェ
ン
ジ
・
松
本
諏
訪
方
面
の
ア
ク

セ
ス
の
み

■
問
い
合
わ
せ
先　

○
姨
捨
ス
マ
ー
ト
Ｉ
Ｃ
の
整
備
に
関

す
る
こ
と　
更
埴
庁
舎
・
建
設
課

（
内
線
５
６
１
１
）

○
高
速
道
路
の
利
用
に
関
す
る
こ
と

　
Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｃ
Ｏ
東
日
本
お
客
さ
ま
セ

ン
タ
ー（
℡
０
５
７
０

－

０
２
４

－

０
２
４
、
℡
０
３

－

５
３
３
８

－

７
５
２
４
）　

市
民
の
利
便
性
向
上
と
観
光
振
興
に
寄
与

千
曲
市
産
ワ
イ
ン
の
味
わ
い
は

■
日
時　
７
月
26
日（
木
）午
後
７

時
～
８
時
30
分

＊
午
後
６
時
30
分
受
付
開
始

■
会
場　
坂
井
銘
醸（
蕎
麦
料
理
処 

萱
）昭
和
蔵

■
内
容　
千
曲
市
産
ワ
イ
ン
と
料
理

を
楽
し
む
立
食
パ
ー
テ
ィ
ー

　
（
オ
リ
ジ
ナ
ル
記
念
グ
ラ
ス
の
プ

レ
ゼ
ン
ト
付
き
）

■
定
員　
60
人（
先
着
順
）

■
申
込
方
法　
7
月
13
日（
金
）ま
で

に
、
更
埴
庁
舎
案
内
所
、
戸
倉
庁

舎
市
民
窓
口
課
、
上
山
田
庁
舎
農

林
課
に
直
接
申
し
込
む
か
、
住
所
、

氏
名
、
電
話
番
号
を
明
示
し
、
上

山
田
庁
舎
農
林
課
に
Ｆ
Ａ
Ｘ
か
、

電
話
で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

＊
後
日
、
申
し
込
み
を
し
た
人
へ
確

認
の
通
知
を
送
り
ま
す
。

■
参
加
費　
３
０
０
０
円（
当
日
支

払
）

■
主
催　
千
曲
市
ワ
イ
ン
ぶ
ど
う
研

究
会
、千
曲
市

■
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先　
上

山
田
庁
舎
・
農
林
課（
内
線

７
２
４
１
、
F  ０
２
６

－

２
７
５

－

４
５
７
９
）

千
曲
市
ワ
イ
ン
ぶ
ど
う
研
究
会
と

市
が
平
成
27
年
に
試
験
圃ほ

じ
ょ
う場
に
定
植

し
た
、
赤
ワ
イ
ン
用
ブ
ド
ウ
の「
マ
ル

ベ
ッ
ク
」が
、
昨
年
10
月
に
初
収
穫
さ

れ
、
こ
の
ほ
ど
ワ
イ
ン
が
完
成
し
ま

し
た
。こ
れ
を
記
念
し
、
千
曲
市
産

ワ
イ
ン
を
楽
し
む
会
を
開
き
ま
す
。

会
場
で
は
、
市
内
の
ワ
イ
ン
ぶ
ど

う
生
産
者
ら
が
作
っ
た
ワ
イ
ン
6
種

類
も
同
時
に
楽
し
め
ま
す
。

▲姨捨サービスエリアの ETC 専用出口

姨捨 SA
（上り線）姨捨 SA

（下り線）

入口ルート

出口ルート

上越方面

 名
古

屋・

東
京

方
面

長
野

自
動

車
道
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医
療
や
介
護
の
専
門
職
に
よ
り
構
成

さ
れ
た
チ
ー
ム
員
が
、
認
知
症
の
人
や
認

知
症
が
疑
わ
れ
る
人
、
そ
の
家
族
に
関
わ

り
、
早
期
の
診
断
や
対
応
に
向
け
た
支
援

を
集
中
的
に
行
な
い
ま
す
。

■
対
象
者　
在
宅
生
活
を
し
て
い
る
40
歳

以
上
の
人
で
、
認
知
症
の
診
断
を
受
け

て
い
な
い
人
や
医
療
や
介
護
サ
ー
ビ
ス

を
利
用
し
て
い
な
い
人

■
問
い
合
わ
せ
先　
更
埴
庁
舎
・
更
埴
地

域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

認
知
症
や
介
護
に
つ
い
て
、
悩
み
や

苦
労
を
乗
り
越
え
た
人
や
現
在
介
護
を

し
て
い
る
人
と
、
交
流
を
し
て
み
ま
せ

ん
か
。

■
開
催
日
・
場
所

○
全
体
の
つ
ど
い　

　
毎
月
第
２
火
曜
日
・
埴
生
公
民
館

○
若
年
の
つ
ど
い　

　
毎
月
第
２
金
曜
日（
若
年
性
認
知
症

の
人
や
そ
の
家
族
が
対
象
）・
竹
葉

亭
＊
開
催
日
、
会
場
が
変
更
と
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

　
参
加
希
望
の
人
は
事
前
に
問
い
合
わ

せ
て
く
だ
さ
い
。

■
年
会
費　
５
０
０
円

＊
毎
月「
地
区
ニ
ュ
ー
ス
」を
お
届
け

し
ま
す
。

＊
入
会
は
随
時
可
能
で
す
。
見
学
の
う

え
、
入
会
を
決
め
て
い
た
だ
い
て
も

構
い
ま
せ
ん
。

■
問
い
合
わ
せ
先　

　
千
曲
地
区
認
知
症
の
人
と
家
族
の

会 

世
話
人　
中
山（
℡
０
２
６

－

２
７
２

－
７
８
１
３
、
０
９
０

－

6
0
3
6

－
6
1
6
6
）

認
知
症
の
人
や
そ
の
家
族
ら
が
集

い
、交
流
す
る
場
で
す
。

【
楽
々
房
】

■
日
時　
毎
月
第
3
金
曜
日　
午
前

11
時
か
ら
午
後
3
時
ま
で

■
会
場　
「
楽
々
房
」千
曲
市
大
字

戸
倉
１
６
０
番
地
12

■
参
加
費　
無
料

＊
昼
食
代
は
別
途
か
か
り
ま
す

■
問
い
合
わ
せ
先　
　

　

楽
々
房　

出

川（
℡
０
２
６

－

２
７
５

－

２
１
１
３
、
０
９
０

－

１
８
２
９

－

６
６
９
４
）

【
ゆ
め
サ
ロ
ン
】

■
日
時　
毎
月
第
4
木
曜
日　
午
前

10
時
か
ら
11
時
30
分
ま
で

■
会
場　
「
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
ま
ゆ

更
科
」千
曲
市
杭
瀬
下
２
丁
目
85

番
地

■
参
加
費　
一
人
一
回
１
０
０
円

■
問
い
合
わ
せ
先　
更
埴
庁
舎
・
更

埴
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

千
曲
地
区
認
知
症
の
人
と

オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
　

            

を
配
置
し
て
い
ま
す

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に

認知症の人とその家族が
安心して生活できる地域を目指して

認知症は誰にでも起こりうる身近な病気です。認知症になっても安心して生活
ができるように、市では相談に応じるなどしています。

認知症を正しく理解し、認知症の人やその家族が安心して生活できる地域づく
りに、ご協力をお願いします。

脳
の
細
胞
が
死
ん
で
し
ま
っ
た
り
、
働

き
が
悪
く
な
っ
た
り
し
た
結
果
、
障
が
い

が
起
こ
り
、
日
常
生
活
を
す
る
う
え
で
支

障
が
出
る
状
態（
お
よ
そ
6
か
月
以
上
継

続
）が
認
知
症
で
す
。

認
知
症
を
引
き
起
こ
す
病
気
の
う
ち
、

も
っ
と
も
多
い
の
は
、
脳
の
神
経
細
胞
が

ゆ
っ
く
り
と
死
ん
で
脳
が
萎
縮
し
て
い
く

「
変
性
疾
患
」と
呼
ば
れ
る
病
気
で
す
。

ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
型
認
知
症
、
前
頭
側

頭
型
認
知
症
、
レ
ビ
ー
小
体
型
認
知
症
な

ど
が
こ
の「
変
性
疾
患
」に
あ
た
り
ま
す
。

認
知
症
と
は

認
知
症
支
え
愛
便
利
帳

認
知
症
支
え
愛
便
利
帳
は
、「
ど
こ
へ
相

談
し
た
ら
よ
い
か
」、「
ど
ん
な
支
援
が
あ

る
の
か
」と
い
っ
た
認
知
症
の
進
行
状
況
に

あ
わ
せ
て
利
用
で
き
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
な

ど
の
支
援
情
報
を
ま
と
め
た
も
の
で
す
。

■
配
布
場
所　
更
埴
庁
舎
・
更
埴
地
域
包

千
曲
市
認
知
症
ケ
ア
パ
ス

括
支
援
セ
ン
タ
ー
、
戸
倉
上
山
田
地
域

認
知
症
カ
フ
ェ

家
族
の
会

相談窓口 電話番号 備　考

更埴庁舎・更埴地域包括支援センター 内線5521

戸倉上山田地域包括支援センター ℡026-214-7780

認知症コールセンター ℡0268-23-7830

認知症の人と家族の会長野県支部 ℡026-293-0379

若年性認知症コールセンター ℡0800-100-2707
通話料無料

相談窓口

千曲市認知症相談・ケアサイト

認知症の早期診断・早期対応のために、千
曲市認知症相談・ケアサイトをご利用くだ
さい。家族や自分自身の日常生活などの様子
について質問に答えると、結果とともに相談
先が表示されます。
＊医学的診断をするものではありません。

「家族・介護者向け／本人向け」選択可能

■利用方法
○パソコンの場合
　千 曲 市 認 知 症 相 談・ケアサイトにアクセス（http://

fishbowlindex.net/chikuma/）してください。市のホー
ムページからもアクセスできます。

○携帯電話、スマートフォンの場合
　右記の二次元コードを利用してください。
＊利用料は無料ですが、通信料がかかります。

認知症サポーター養成講座
認知症サポーターとは、認知症を正しく理解して、認知症の人や家族を見守る応援者です。
受講後、サポーターのしるしとなる、オレンジリング（ブレスレット）をお渡しします。地域や団体、職場など

で講座を開催してみませんか。
■内容

キャラバンメイト（認知症に対する正しい知
識や具体的な接し方を伝える講師）が、テキス
ト、ビデオ上映や寸劇を交えながら説明します。
■時間　１時間程度
■講師の派遣費用　無料
■申込方法　更埴地域包括支援センターに
                 電話で申し込んでください。

厚
生
労
働
省
に
よ
る
と
、
65
歳
以
上
の

高
齢
者
の
約
４
人
に
１
人
が
認
知
症
患
者

ま
た
は
そ
の
予
備
群
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。ま

た
、
65
歳
未
満
の
人
で
も
認
知
症

（
若
年
性
認
知
症
）を
発
症
す
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

高
齢
者
の
４
人
に
１
人
が認

知
症

千曲市メール配信
　　サービスに登録を

包
括
支
援
セ

ン
タ
ー

＊
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
で
も
確

認
で
き
ま

す
。

行方不明となった高齢者な
どの情報が警察や消防に寄
せられた際、その情報をメー
ルにて配信します。発見・保
護などに、地域の皆さんのご
協力をお願いします。

▲利用登録はこちら

＊このサービス
では、防犯、防
災情報なども
配信されます。

認
知
症
初
期
集
中
支
援
チ
ー
ム

地域包括支援センターには、認知症の人やその家族の相談
支援などの取組みを進める「認知症地域支援推進員」を配置
しています。
月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで
月・水・金曜日の午後１時から午後８時まで

（祝日も受付。年末年始を除く）
＊若年性認知症の相談も受け付けます。

月曜日から土曜日までの午前10時から午後3時まで
（祝日、年末年始を除く）
＊厚生労働省が設置する若年性認知症の専門窓口です。

▲「家族・介護者向け」 ▲「本人向け」

月曜日から金曜日までの午前９時から正午まで

▲６月14日に大田原公民館で開かれた同講座の様子
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福祉医療費給付 高額療養費の

■問い合わせ先　戸倉庁舎・健康推進課（内線6254）

●

　課税所得
690万円以上

　課税所得
380万円以上
690万円未満
　課税所得
145万円以上
380万円未満

　　　　　　252,600円 +
（医療費の総額－842,000円）×1％
　　　　　【140,100円】

　　　　　　167,400円 +
（医療費の総額－558,000円）×1％
　　　　　【93,000円】

　　　　　　80,100円 +
（医療費の総額－267,000円）×1％
　　　　　【44,400円】

　一　般 　　　　　　18,000円　　　　　
　 < 年間上限額144,000円 >

  57,600円　
【44,400円】

現
役
並
み
所
得
者

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

制度が変わります

高額療養費の自己負担限度額が変わります

　所得区分 　外来（個人単位）の限度額 　外来 + 入院（世帯単位）の限度額

低所得者（区分）Ⅱ

低所得者（区分）Ⅰ
8,000円

24,600円

15,000円

＊【　】内は過去12か月以内に4回以上該当した場合の、4回目以降の限度額です。
＊「現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ」「低所得者（区分）Ⅰ・Ⅱ」の人が、医療機関などでの支払いを限度額までにするには、
「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。詳細は11ページで確認してください。

＊国民健康保険、後期高齢者医療保険以外の医療保険に加入している人は、加入している医療保険に問い合わせて
ください。

福祉医療費給付事業費の給付方式が変わります

（例）医療機関を受診し、医療費が10,000円（患者負担3割）の場合

医療保険分（7割）7,000円 福祉医療費 自己負担金 
2,500円 500円

自動給付方式

福祉医療費2,500円は、約2か月後に
市から受給者の指定口座へ振り込ま
れます。

患者 窓口支払（3割）
3,000円

現物給付方式

医療保険分（7割）7,000円 福祉医療費 自己負担金 
2,500円 500円

患者 窓口支払 500円

■現物給付の対象になる医療費　　
　県内の医科、歯科、調剤及び訪問看護医療費
■現物給付の対象にならない医療費

　県外の病院や薬局などを受診した場合・医療機関
などで受給者証を提示しない場合（市への給付申
請が必要）、柔道整復師の施術療養費

■福祉医療の対象とならないもの

　健康保険が適用されない場合、災害共済給付の対
象となる場合、窓口支払いのない公費負担医療制
度を利用する場合

受給者証は、「あじ
さい色」で左上に

「現物」と表記され
ています

保険証などが更新されます
■問い合わせ先　戸倉庁舎・健康推進課　
○国民健康保険（内線6253）　○後期高齢者医療（内線6255）　○福祉医療（内線6254）
■申請・提出先　戸倉庁舎・健康推進課、更埴庁舎・地域医療係、上山田庁舎・市民窓口課

８月１日から

●「高齢受給者証」の更新

高齢受給者証（緑色）は 70 歳から74 歳までの国民健康保険加入者が、保険証
と併せて医療機関で提示します。新しい高齢受給者証は７月下旬に郵送します。

●「限度額適用・標準負担額減額認定証」の更新

入院や高額な外来診療を受けた場合、医療機関で認定証（白色）を提示すること
で、支払い（保険適用分）を自己負担限度額までに抑えられます。

既に認定証を持っている人も、毎年８月１日に前年の所得に基づき更新する必
要があります。入院などで高額な医療費が予想される人は、申請してください。

国 民 健 康 保 険

後 期 高 齢 者 医 療
●「保険証」の更新

８月１日から使用できる保険証を、７月下旬に郵送します。保険証の色は、橙色
から黄色になります。
●「限度額適用・標準負担額減額認定証」の更新

既に認定証を持っていて引き続き交付対象となる住民税非課税世帯の人に、８
月 1日から使用できる新しい認定証（青色）を７月下旬に郵送します。
●郵送方法

各証は後期高齢者医療広域連合からクリーム色の封筒で郵送します。盗難防止
のため、住民票に記載された住所または後期高齢者医療広域連合に届け出ている
送付先に「転送不要」扱いで郵送します。

福 祉 医 療
●「受給者証」の更新

障がい者（児）、母子・父子家庭などの受給者証が交付されている人に新しい受
給者証を、７月下旬に郵送します。障害者総合支援法の精神通院医療を受けている
人は、更新の時期が個々に異なります。「自立支援医療受給者証（精神通院）」の更
新を確認した時点で、随時、個別に交付します。

中学３年生までの子どもには、今年度制度変更のため別途新様式の受給者証を
郵送します。詳細は 10 ページで確認してください。
●更新の手続き

書類の提出が必要な人には、案内を郵送しています。
●注意事項

世帯の中に住民税が未申告の人がいると、受給者証の更新ができません。所得
がない場合でも必ず住民税の申告をしてください。

介護保険負担限度額認定証の更新
負担限度額認定証は、施設入所やショートステイで介護保険施設を利用する場合にかかる居住費（滞在

費）・食費について、負担の限度額を設けて自己負担の軽減をするためのものです。
負担限度額認定証の交付を受けるには申請が必要です。申請方法など詳細は問い合わせてください。

■認定要件　世帯全員及び世帯が異なる配偶者が市民税非課税であり、預貯金などが基準額以下の場合。
＊所得状況によって、減額の段階が変わります。なお、認定者の利用者負担段階の判定において、非課税年

金（障害者年金・遺族年金）も所得として勘案します。

■問い合わせ先　戸倉庁舎・高齢福祉課（内線６２３５）

受給者のうち中学 3 年生までの子どもは、8 月診療分から、医療機関などの窓
口で医療保険の保険証とともに新しい受給者証を提示し、1 か月上限 500 円（1
医療機関などにつき）を支払うことで、医療を受けられることになります（現物給
付方式）。現在の自動給付方式での給付は 7 月 31 日までの受診になります。

医療費が高額になり、所得に応じて決められた自己負担限度額を超えた場合に、その超えた分が高額療養費とし
て支給されます。8 月から、国民健康保険に加入している 70 歳から 74 歳の人、後期高齢者医療に加入されてい
る人の自己負担限度額が次のとおりに変わります。

病院窓口での自己負担割
合を示す証明書です。所得
の状況などにより、1割か
ら3割負担のいずれかが記
載されています。70歳に
なる誕生月の翌月（誕生日
が1日の人は誕生月）から
使用できます。

高齢受給者証

●受給者証　対象者がいる世帯へは、７月下旬に新しい受給
者証（右画像）を郵送します。８月以降、有効期限内であっ
ても現在の受給者証（若草色）は使用できません。
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千曲市職員採用試験

■試験日程・会場

○第１次試験　9月16日（日）・更埴庁舎
○第２次試験　11月中旬から12月上旬予定
■申込期間　7月17日（火）から8月3日（金）までの

午前８時30分から午後５時15分まで。
＊土、日曜日は除きます。
■申込方法　更埴庁舎総務課・案内所、戸倉庁舎・

上山田庁舎の市民窓口課または屋代駅市民ギャラ
リー窓口にある申込書に記入のうえ、下記に直接
提出するか郵送（当日消印有効）してください。受
験案内・申込書（受験票）は、市ホームページから
も取得できます。

■郵送・問い合わせ先　
　更埴庁舎・総務課（〒387-8511 千曲市大字杭瀬

下84番地、内線5213）

     千曲坂城消防組合 消防職員採用試験

■試験日程・会場

○第１次試験　９月16日（日）・消防本部庁舎
○第２次試験　10月26日（金）・消防本部庁舎など
■申込期間　７月9日（月）～８月10日（金）
■申込方法　千曲坂城消防本部か各消防署にある受

験願書に記入のうえ、千曲坂城消防本部か各消防
署に直接提出または、消防本部総務課に郵送（当日
必着）してください。

＊受験願書の郵送を希望する人は、205円切手を貼り
返信先を記入したＡ４サイズの封筒を同封のうえ、
下記に請求してください。

■郵送・問い合わせ先　

　千曲坂城消防本部・総務課（〒389-0806 千曲市
大字磯部1221番地、℡026-275-2122）

【千曲市役所職員】　試験区分・募集人数・受験資格
試験区分 募集人数 受験資格

行政（上級） 5人程度

土木（上級） 1人程度
管理栄養士
（上級） 1人程度

保育士（中級） 2人程度

行政（初級） 2人程度

試験区分 募集人数 受験資格

消防（初級） 若干名

【千曲坂城消防組合 消防職員】　試験区分・募集人数・受験資格

家庭ごみの排出量と資源物のゆくえ
■問い合わせ先　更埴庁舎・廃棄物対策課（内線5423）

種　類 数量 品　目 利用方法など

缶　類 96㌧ アルミ缶
スチール缶、金属類

アルミの原料
建築資材

紙　類 1,708㌧
新聞紙、雑誌・雑紙

段ボール、
紙パック、チラシ

製紙原料

古布類 36㌧ 古布、古着 機械を拭く布（ウエス）、
海外へ輸出

庭木剪
せ ん て い

定枝
・廃食用油

277㌧
庭木剪定枝 堆肥など
廃食用油 バイオディーゼル燃料、石鹸

びん類 342㌧
びん（透明） 無色のびんの原料
びん（茶色） 茶色のびんの原料

びん（その他） それぞれの色のびんの原料
ペット
ボトル

68㌧ ペットボトル 包装用プラスチック

プラスチッ
ク製容器

包装
413㌧ プラスチック製

容器包装

パレット、
プラスチック板、

擬木
紙製容器

包装
157㌧ 紙製容器包装 製紙原料、固形燃料

使用済み
小型家電

11㌧ 使用済み小型家電 有用金属を回収

葛尾組合
焼却施設

再資源化または最終処分場
（焼却灰・資源化できなかった不燃ごみ）

資源回収

783 ㌧

不燃ごみ処分場 粗大ごみ ほか

372 ㌧ 30 ㌧
資源物処理施設

（梱包・破砕など）
3,108 ㌧

　家庭ごみの排出量と資源物のリサイクル状況（平成29年度）

○昭和63年4月2日から平成9年4月1日までに生まれた人。
○平成31年４月１日時点で千曲市に住民登録をして居住している人。

○昭和63年４月２日以降に生まれた人。
○平成31年４月１日時点で千曲市に住民登録をして居住している人。
○管理栄養士・保育士の資格を有する人（平成31年の春までに資格を取得する見込み

の人を含む）。

○平成9年４月２日から平成13年４月１日までに生まれた人。
○平成30年６月１日現在、千曲市に住民登録をして居住している人（修学などのため

に他市町村に住む人で、家族が千曲市に居住している人を含む）。

○平成8年４月２日から平成13年４月１日までに生まれた人。
○高等学校卒業程度の学力を有する人、または平成31年３月に卒業見込みの人。
○平成31年4月１日時点で、千曲市か坂城町に住民登録をして居住している人で将来

にわたって千曲市、坂城町に居住する予定の人。

昨年度の家庭ごみ排出量と、資源物がどのようにリサイク
ルされているかを紹介します。市では、地区の資源物ステーシ
ョンに排出された資源物（紙・古布類、びん、缶）の重量に対
して各区・自治会及び集団回収した団体（PTA、育成会、福祉
団体など）に奨励金を交付しています。資源化の推進のため、
リサイクルできるものは、きちんと分別を行なってください。

ご
み
ゼ
ロ
運
動
の
結
果

５
月
27
日（
日
）に「
す
て
る

手
を 

拾
う
手
に
す
る  

郷
土

愛
」を
統
一
テ
ー
マ
と
し
て
、

県
下
一
斉
に「
ご
み
ゼ
ロ
運

動
」が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。

市
で
も
こ
れ
に
あ
わ
せ
て

区
・
自
治
体
が
主
体
と
な
っ
て

実
施
し
ま
し
た
。

当
日
は
、
地
域
の
環
境
美
化

の
た
め
に
、
大
勢
の
市
民
の
皆

さ
ん
が
参
加
さ
れ
、
道
路
わ
き

に
捨
て
ら
れ
た
缶
、
び
ん
、
可

燃
ご
み
や
粗
大
ご
み
を
多
数
回

収
し
ま
し
た
。

Pick
Up

種類 数量 前年比

缶 2,853個 －1,260個
びん 718本 －241本

可燃物・
不燃物（指定袋） 1,361袋 +42袋

粗大ごみ 710キロ －180キロ
古タイヤ 14本 －33本
家電４品 9台 +4台

不法投棄されない環境づくり

市では、不法投棄をなくすため「捨て
ない、捨てさせない」を目標に、パトロー
ルや防止看板設置などの対策を実施して
います。

不法投棄は、廃棄物の処理及び清掃に
関する法律（廃棄物処理法）に違反する
犯罪行為です。不法投棄を見かけたとき
は警察署又は交番、もしくは市役所へ連
絡をしてください。

最近は、公共用地以外の空き地や田畑
などへの不法投棄が多発しています。こ
の場合、土地の管理者（所有者、使用者）
が投棄物の処理をすることになります。

対策として、所有地の整理整頓、草刈、
フェンス・柵・看板の設置など、不法投棄
をされない環境をつくることが大切です。

▲ H29.7.24 冠着橋の下

収集ごみの量　　1 万 1,341 ㌧
資源ごみ 不燃ごみ ほか 可燃ごみ

2,325 ㌧ 402 ㌧ 8,614 ㌧

▲ H29.6.13 千曲川の土手沿い（小船山）

土木消防 保育士

　平成31年4月採用の千曲市職員
　　　　  千曲坂城消防組合消防職員を募集

行政
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視覚障がい者などの皆さんに市の情報を提供するためのコードで、
専用の読み上げ装置により、活字を音声に変換できます。音声コード ……

松
く
い
虫
被
害
防
除
対
策
事
業
補
助
金

松
く
い
虫
に
よ
る
松
枯
れ
被
害
の

防
止
を
図
る
た
め
、
松
の
所
有
者
や

管
理
者
が
行
な
う
伐
倒
駆
除
、
薬
剤

地
上
散
布
、
薬
剤
樹
幹
注
入
の
松
く

い
虫
防
除
対
策
に
対
し
、
経
費
の
一

部
を
補
助
し
ま
す
。

■
補
助
金
の
交
付
額

　
伐
倒
駆
除
、
薬
剤
地
上
散
布
、
薬

剤
樹
幹
注
入
そ
れ
ぞ
れ
に
か
か
る

経
費
の
2
分
の
1
以
内

＊
薬
剤
地
上
散
布
・
薬
剤
樹
幹
注
入

は
薬
剤
購
入
経
費
の
み
が
対
象
で

す
。

■
補
助
金
の
限
度
額

◯
伐
倒
駆
除　
10
万
円

◯
薬
剤
地
上
散
布　
１
万
円

◯
薬
剤
樹
幹
注
入　
２
万
円

＊
交
付
要
件
の
詳
細
な
ど
は
、
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
す
る
か
、
問

い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先　

　
上
山
田
庁
舎
・
農
林
課（
内
線

７
２
６
1
）

介
護
保
険
利
用
者
負
担
割
合
に
３
割
負
担
を
導
入

介
護
保
険
制
度
の
維
持
継
続
の
た

め
に
見
直
し
が
行
な
わ
れ
、８
月
か

ら
、
65
歳
以
上
の
人
の
負
担
割
合
が
、

前
年
の
所
得
に
応
じ
て
、
1
割
、
2

割
、3
割
の
3
段
階
に
な
り
ま
す
。

■
3
割
負
担
対
象
者

○
単
身
の
場
合
は
、
本
人
の
合
計
所

得
金
額
が
２
２
０
万
円
以
上
で
、

「
年
金
収
入
＋
そ
の
他
の
合
計
所

得
金
額
」が
３
４
０
万
円
以
上
の

人
○
65
歳
以
上
の
人
が
２
人
以
上
い
る

世
帯
の
場
合
は
、
本
人
の
合
計
所

得
金
額
が
２
２
０
万
円
以
上
で
、

「
年
金
収
入
＋
そ
の
他
の
合
計
所

得
金
額
」が
４
６
３
万
円
以
上
の

人
＊
そ
の
他
の
合
計
所
得
金
額
と
は
、

合
計
所
得
金
額
か
ら
公
的
年
金
等

に
係
る
所
得（
雑
所
得
）を
除
い
た

金
額
で
す
。

＊
詳
細
は
、７
月
下
旬
に
郵
送
す
る

介
護
保
険
負
担
割
合
証
で
確
認
し

て
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先　

　
戸
倉
庁
舎
・
高
齢
福
祉
課（
内
線

６
２
３
６
）

社
会
福
祉
法
人
な
ど
に
よ
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
負
担
軽
減
制
度

社
会
福
祉
法
人
な
ど
の
提
供
す
る

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
際

に
、
個
人
負
担
額
が
軽
減
さ
れ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

■
対
象
者

　
世
帯
員
全
員
が
市
民
税
非
課
税
で

あ
り
、
収
入
金
や
預
貯
金
な
ど
の

要
件
で
、
生
活
が
困
難
と
認
め
ら

れ
た
人

■
負
担
軽
減
確
認
証
の
有
効
期
間　

毎
年
8
月
1
日
～
翌
年
7
月
31
日

＊
既
に
軽
減
対
象
と
な
っ
て
い
る
人

も
毎
年
申
請
が
必
要
に
な
り
ま
す

の
で
、
申
請
書
類
を
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

　
申
請
書
類
や
新
た
に
対
象
に
な
る

と
思
わ
れ
る
人
は
、
問
い
合
わ
せ

て
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先　

　
更
埴
庁
舎
・
高
齢
福
祉
課（
内
線

５
５
２
７
）

長野県知事選挙

投票日 8月 5日（日）午前7時～午後8時
一部の地区は午後7時まで

■
千
曲
市
で
投
票
で
き
る
人

　
次
の
要
件
を
満
た
し
、
千
曲
市
の

選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る

人
【
年
齢
要
件
】

○
平
成
12
年
８
月
６
日
ま
で
に
生
ま

れ
た
人

＊
平
成
12
年
７
月
22
日
か
ら
８
月
6

日
ま
で
に
生
ま
れ
た
人
は
、
期
日

前
投
票
の
方
法
が
異
な
り
ま
す
の

で
、問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
住
所
要
件
】

○
４
月
18
日
以
前
か
ら
市
内
に
住
所

を
有
す
る
人

＊
転
出
さ
れ
た
人　

　
４
月
19
日
以
降
に
県
内
市
町
村

へ
転
出
さ
れ
た
人
で
、
千
曲
市
の

選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る

人
は
、
入
場
券
は
発
行
さ
れ
ま
せ

ん
が
、
千
曲
市
の
投
票
所
で
投
票

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
投
票
の

際
に「
引
き
続
き
長
野
県
内
に
住

所
を
有
す
る
旨
の
証
明
書
」を
提

示
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
投
票

日
ま
で
に
最
寄
り
の
市
役
所
・
町

村
役
場
で
交
付
を
受
け
て
く
だ
さ

い
。た
だ
し
、４
月
18
日
ま
で
に
新

住
所
地
に
転
入
の
届
出
を
し
、
引

き
続
き
居
住
し
て
い
る
場
合
は
、

新
住
所
地
で
投
票
し
て
く
だ
さ

い
。

＊
最
近
市
内
で
転
居
さ
れ
た
人

　
６
月
30
日
以
降
に
転
居
の
届
出
を

さ
れ
た
人
は
、
旧
住
所
地
の
投
票

所
で
投
票
し
て
く
だ
さ
い
。

■
入
場
券

　
入
場
券
は
忘
れ
ず
に
投
票
所
へ
持

　
参
し
ま
し
ょ
う
。
入
場
券
を
な
く

し
て
も
投
票
で
き
ま
す
が
、
投
票

に
時
間
が
か
か
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
紛
失
ま
た
は
忘
れ
た
人
は
、

投
票
所
で
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

■
身
体
が
不
自
由
な
人
は
代
理
投
票

　
身
体
が
不
自
由
で
自
分
で
記
入
が

で
き
な
い
人
は
、
投
票
所
で
係
員

が
代
理
投
票
を
し
ま
す
。

■
郵
便
に
よ
る
不
在
者
投
票

　
身
体
に
重
度
の
障
が
い
が
あ
る
人

は
、
自
宅
で
郵
便
に
よ
る
不
在
者

投
票
が
で
き
ま
す
。郵
便
に
よ
る

不
在
者
投
票
を
す
る
に
は
、
選
挙

管
理
委
員
会
が
発
行
し
た「
郵
便

等
投
票
証
明
書
」が
必
要
で
す
。

①
郵
便
に
よ
る
不
在
者
投
票
の
対
象

者　
表
1
に
該
当
す
る
人

②
郵
便
で
の
代
理
記
載
に
よ
る
不
在

者
投
票
の
対
象
者　
①
の
う
ち
、

さ
ら
に
次
の
こ
と
に
も
該
当
す
る

人
○
身
体
障
害
者
手
帳
を
持
つ
人
で
、

上
肢
１
級
ま
た
は
視
覚
の
障
が
い

が
１
級
の
人

○
戦
傷
病
者
手
帳
を
持
つ
人
で
、
上

肢
ま
た
は
視
覚
の
障
が
い
が
特
別

項
症
か
ら
第
２
項
症
の
人

＊
投
票
用
紙
は
、８
月
１
日（
水
）ま

で
に「
郵
便
等
投
票
証
明
書
」を
添

え
て
、
更
埴
庁
舎
選
挙
管
理
委
員

会
に
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

■
期
日
前
投
票
場
所
・
期
間

○
更
埴
庁
舎
北
庁
舎
会
議
室

　
7
月
20
日（
金
）～
8
月
4
日（
土
）

○
戸
倉
庁
舎
一
階
和
室

　
7
月
29
日（
日
）～
8
月
4
日（
土
）

＊
時
間
は
い
ず
れ
も
午
前
8
時
30
分

か
ら
午
後
8
時
ま
で
で
す
。

■問い合わせ先　更埴庁舎・選挙管理委員会（内線5722）

投 票 所 一 覧
投票区 投票所 地区名など 投票区 投票所 地区名など

1 雨宮保育園 雨宮・土口・生萱 22 大池公民館 八幡（大池）
2 倉科公民館 倉科 23 代公民館 八幡（代）
3 あんずの里

観光会館 森 24 磯部公民館 磯部・新戸倉温泉

4 屋代保育園 屋代（高見町、田町、
神明町、下横町、新町） 25 福井公民館 福井

5 屋代公民館 屋代（本町、中町、横町、
宮本町、西横町）・粟佐 26 戸倉保健センター 上町・上中町

6 屋代第六区
公民館 屋代（弥生町、高畑） 27 今井町公民館 中町・今井町

7 屋 代 駅 市 民
ギャラリー 小島・桜堂 28 柏王公民館 柏王

8 寂蒔団地
集会所

寂蒔（上町5・6、仲町3、
本組1・2、西町1～13） 29 若宮公民館 若宮

9 埴生児童
センター

寂蒔（上町1～4、仲町
1・2・4、皇子町1～3）・
鋳物師屋・打沢

30 芝原公民館 芝原

10 中公民館 中 31 黒彦公民館 黒彦
11 杭瀬下公民館 新田・杭瀬下 32 更級コミュニティ

センター 仙石・須坂

12 稲荷山公民館 稲荷山（本八日町、
中町、荒町） 33 羽尾第四区公民館 羽尾第四区

13 更 埴 西 中 学
校第1音楽室

稲荷山（元町、治田町、
上八日町） 34 羽尾第五区公民館 羽尾第五区

14 小坂公民館 桑原（小坂） 35 上徳間公民館 上徳間
15 桑原転作

研修センター 桑原（西区、中区、東区） 36 内川公民館 内川
16 大田原公民館 桑原（大田原） 37 千本柳公民館 千本柳
17 八幡公民館 八幡（上町、辻、新宿、

森下、北堀、志川） 38 小船山公民館 小船山
18 郡公民館 八幡（郡） 39 八坂林業集会所 漆原・八坂
19 中原公民館 八幡（中原） 40 上山田小学校体育館 新山・三本木
20 峯公民館 八幡（峯） 41 上山田児童館 中央・城腰
21 姨捨公民館 八幡（姨捨） 42 総合観光会館 上山田温泉・

戸倉温泉
43 力石公民館 力石

手帳など 対象

身体障害者
手帳

○両下肢、体幹、移動機能の障がいが１級
または２級の人

○心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、
小腸の障がいが１級または３級の人

○肝臓、免疫の障がいが１級から３級の人

戦傷病者手帳

○両下肢、体幹の障がいが特別項症から第
２項症の人

○心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、
小腸、肝臓の障がいが特別項症から第３
項症の人

介護保険
被保険者証 要介護状態区分が要介護５の人

表1　郵便による不在者投票の対象者
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人
権
擁
護
委
員
の
委
嘱

久
保
田
雅
子
さ
ん
、
赤
塚
俊
雄
さ

ん
、杉
浦
一弥
さ
ん
が
、法
務
大
臣
か
ら

人
権
擁
護
委
員
に
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。

人
権
擁
護
委
員
は
、
市
民
の
皆
さ

ん
が
人
権
に
つ
い
て
関
心
を
持
っ
て

も
ら
う
た
め
の
啓
発
活
動
を
行
な
っ

た
り
、
法
務
局
や
特
設
相
談
所
な
ど

で
人
権
相
談
を
受
け
た
り
す
る
な
ど

の
活
動
を
し
て
い
ま
す
。ま
た
、人
権

擁
護
委
員
が
中
心
と
な
っ
て
電
話
で

の
人
権
相
談
も
行
な
っ
て
い
ま
す
。

■
電
話
相
談
先　

○
子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番（
℡

０
１
２
０

－

０
０
７

－

１
１
０
）

○
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン（
℡

０
５
７
０

－

０
７
０

－

８
１
０
）

■
電
話
受
付
時
間　
月
曜
日
か
ら
金

曜
日
ま
で
の
午
前
８
時
30
分
か
ら

午
後
５
時
15
分
ま
で

赤塚 俊
と し お

雄 さん
（屋代）

杉浦 一
か ず や

弥 さん
（八幡）

久保田 雅
ま さ こ

子 さん
（桜堂）

■
問
い
合
わ
せ
先　
戸
倉
庁
舎
・
人

権
・
男
女
共
同
参
画
課（
内
線

６
３
３
１
）

千
曲
市
差
別
撤
廃
人
権
擁
護
審
議
会
委
員
の
募
集

あ
ら
ゆ
る
差
別
の
な
い
明
る
い
千

曲
市
の
実
現
に
寄
与
す
る
た
め
の
施

策
に
つ
い
て
調
査
、審
議
し
ま
す
。

■
募
集
人
員　
1
人

■
応
募
資
格　
満
20
歳
以
上
の
市
民

で
、
市
の
審
議
会
な
ど
の
委
員
を

兼
職
し
て
い
な
く
、
人
権
問
題
や

差
別
の
解
消
に
向
け
て
活
動
で
き

る
人
。

■
任
期　
8
月
1
日
か
ら
2
年
間

■
応
募
期
限　
7
月
20
日（
金
）

■
応
募
方
法　
任
意
の
様
式
に
、
住

所
・
氏
名
・
生
年
月
日
・
電
話
番

号
を
記
入
の
う
え
、「
人
権
問
題

や
差
別
の
解
消
」に
つ
い
て
考
え

て
い
る
こ
と
を
４
０
０
字
程
度

に
ま
と
め
、
直
接
持
参
す
る
か
、

郵
送（
当
日
必
着
）、
電
子
メ
ー

ル（jinken@
city.chikum

a.
lg.jp)

で
応
募
し
て
く
だ
さ
い
。

■
選
考
方
法　
書
類
選
考

■
応
募
・
問
い
合
わ
せ
先　

　
戸
倉
庁
舎
・
人
権
・
男
女
共
同
参

画
課（
〒
３
８
９

－

0
8
9
2　

千
曲
市
大
字
戸
倉
２
３
８
８
番

地
、内
線
６
３
３
１
）

健
康
づ
く
り
推
進
協
議
会
委
員
の
募
集

市
民
の
総
合
的
な
健
康
づ
く
り
対

策
を
積
極
的
に
推
進
す
る
こ
と
に
関

し
て
、必
要
な
事
項
を
審
議
し
ま
す
。

■
募
集
人
員　
若
干
名

■
応
募
資
格　
満
20
歳
以
上
74
歳
以

下
の
市
民
で
、
市
の
審
議
会
な
ど

の
委
員
を
兼
職
し
て
い
な
く
、
昼

間
開
催
す
る
会
議
に
出
席
で
き
る

人
。

■
任
期　
9
月
1
日
か
ら
2
年
間

■
応
募
期
間　
7
月
17
日（
火
）～

27
日（
金
）

■
応
募
方
法　
任
意
の
様
式
に
、
住

所
・
氏
名
・
生
年
月
日
・
電
話

番
号
を
記
入
の
う
え
、「
市
の
健

康
づ
く
り
」に
つ
い
て
日
ご
ろ
か

ら
考
え
て
い
る
こ
と
を
４
０
０

字
程
度
に
ま
と
め
、
直
接
持
参

す
る
か
、
郵
送（
当
日
必
着
）、

電
子
メ
ー
ル（kenko@

city.
chikum

a.lg.jp

）で
応
募
し
て

く
だ
さ
い
。

■
選
考
方
法　
書
類
選
考

■
応
募
・
問
い
合
わ
せ
先　

　
更
埴
庁
舎
・
更
埴
保
健
セ
ン
タ
ー

（
〒
３
８
7

－

8
5
1
1　
千
曲

市
大
字
杭
瀬
下
84
番
地
、
内
線

５
５
０
７
）

千
曲
市
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
委
員
の
募
集

農
業
政
策
に
つ
い
て
総
合
的
に
審

議
し
ま
す
。

■
募
集
人
員　
若
干
名

■
応
募
資
格　
満
20
歳
以
上
の
市
民

で
、
市
の
審
議
会
な
ど
の
委
員
を

兼
職
し
て
い
な
く
、
農
業
に
関
心

が
あ
る
人
。

＊
農
家
・
非
農
家
は
問
い
ま
せ
ん
。

■
任
期　
9
月
1
日
か
ら
2
年
間

■
応
募
期
限　
7
月
30
日（
月
）

■
応
募
方
法　
任
意
の
様
式
に
、
住

所
・
氏
名
・
生
年
月
日
・
電
話
番

号
を
記
入
の
う
え
、「
食
料
や
農

業
」に
つ
い
て
日
ご
ろ
か
ら
考
え

て
い
る
こ
と
を
４
０
０
字
程
度
に

ま
と
め
、
直
接
持
参
す
る
か
、
郵

送（
当
日
消
印
有
効
）、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、

電
子
メ
ー
ル（norin@

city.
chikum

a.lg.jp

）で
応
募
し
て

く
だ
さ
い
。

■
選
考
方
法　
書
類
選
考

■
応
募
・
問
い
合
わ
せ
先　

　
上
山
田
庁
舎
・
農
林
課（
〒

３
８
9

－

0
8
9
7　
千
曲
市

上
山
田
温
泉
四
丁
目
15
番
地
1
、

内
線
７
２
４
４
、
F
０
２
６

－

２
７
５

－

４
５
７
９
）

ふ
る
さ
と
千
曲
市
応
援
寄
附
金
返
礼
品
出
品
事
業
者
の
募
集

市
で
は
、
ふ
る
さ
と
千
曲
市
応
援

寄
附
金（
ふ
る
さ
と
納
税
）の
寄
附

者
へ
の
返
礼
品
を
設
け
て
い
ま
す
。

現
在
返
礼
品
は
、
市
の
Ｐ
Ｒ
に
繋つ

な

が
る
農
産
物
、
加
工
品
、
サ
ー
ビ
ス

な
ど
が
あ
り
ま
す
。

新
規
の
出
品
事
業
者
を
随
時
募
集

し
て
い
ま
す
。

■
対
象　

○
市
内
に
本
社
、
事
務
所
、
工
場
な

ど
が
あ
る
事
業
者

○
市
内
で
生
産
し
て
い
る
農
家

■
募
集
期
間　
随
時

■
申
込
方
法　
電
話
で
申
し
込
ん
で

く
だ
さ
い
。

■
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先　

　
千
曲
市
総
合
観
光
会
館
内
・
観
光

交
流
課（
℡
０
２
６

－

２
１
４

－

５
７
９
９
）

治
田
公
園
桜
写
真
コ
ン
テ
ス
ト
の
作
品
の
募
集

千
曲
市
協
働
事
業
提
案
制
度「
治

田
公
園
桜
再
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」事

業
の
一
環
で
、
治
田
公
園
の
桜
の
魅

力
を
広
く
Ｐ
Ｒ
す
る
た
め
、
写
真
コ

ン
テ
ス
ト
を
実
施
し
ま
す
。

■
募
集
作
品
（
テ
ー
マ
）

　
「
治
田
公
園
の
桜
の
魅
力
を
広
く

Ｐ
Ｒ
で
き
る
も
の
」

■
応
募
期
間

　
7
月
2
日（
月
）～
31
日（
火
）

＊
郵
送
の
場
合
は
7
月
31
日（
火
）

必
着

＊
応
募
方
法
の
詳
細
は
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
あ
る
募
集
チ
ラ
シ
か
、

稲
荷
山
公
民
館
に
設
置
し
て
い
る

応
募
チ
ラ
シ
を
確
認
し
て
く
だ
さ

い
。

■
審
査

　
治
田
公
園
桜
再
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

実
行
委
員
会
が
審
査
を
行
な
い
、

優
秀
作
品
に
は
賞
が
贈
ら
れ
ま

す
。

■
発
表
展
示

　
市
内
施
設
で
展
示
を
行
な
い
、
入

賞
・
入
選
作
品
は
観
光
宣
伝
な
ど

の
広
報
に
使
用
し
ま
す
。

■
主
催

　
治
田
公
園
桜
再
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

実
行
委
員
会

■
応
募
・
問
い
合
わ
せ
先　
稲
荷
山

公
民
館（
〒
３
８
７

－

０
０
２
１ 

千
曲
市
大
字
稲
荷
山
２
１
３
１

番
地
2
、
℡
０
２
６

－

２
７
２

－

１
０
０
９
）
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経
済
的
な
理
由
な
ど
で
国
民
年
金

保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
場
合
、
保

険
料
の
免
除
・
猶
予
が
承
認
さ
れ
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

免
除
申
請
は
、
原
則
毎
年
必
要
で

す
。た
だ
し
継
続
申
請
が
認
め
ら
れ

て
い
る
人
は
、手
続
き
は
不
要
で
す
。

●
保
険
料
の
免
除
・
納
付
猶
予
制
度

【
免
除
制
度
】

■
種
類　
全
額
免
除
、
一
部
免
除（
４

分
の
３
免
除
、
半
額
免
除
、４
分
の

１
免
除
）

■
対
象
と
な
る
保
険
料　
平
成
28
年

６
月
か
ら
3
年
分
の
保
険
料

■
申
請
方
法　
年
金
担
当
窓
口（
更

埴
庁
舎
市
民
課
、
戸
倉
庁
舎
・
上

山
田
庁
舎
の
市
民
窓
口
課
）ま
た
は

長
野
南
年
金
事
務
所
に
あ
る
申
請

書
に
記
入
の
う
え
、
直
接
窓
口
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

＊
失
業
な
ど
の
理
由
で
申
請
す
る
と

き
は
、
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
、

離
職
票
の
写
し
な
ど
を
添
付
し
て

く
だ
さ
い
。

＊
所
得
の
申
告
を
し
て
い
な
い
人
は

手
続
き
で
き
ま
せ
ん
。

【
猶
予
制
度
】

●
納
付
猶
予
制
度　

　
申
請
に
よ
り
保
険
料
の
納
付
が
猶

予
さ
れ
、後
払
い
が
で
き
ま
す
。

■
対
象　
所
得
が
一
定
額
以
下
の
50

歳
未
満
の
人

＊
年
金
の
受
給
資
格
期
間
に
含
ま
れ

ま
す
が
、
後
払
い
し
な
い
と
年
金

額
の
計
算
に
含
ま
れ
ま
せ
ん
。

●
学
生
納
付
特
例
制
度　

　
本
人
の
前
年
所
得
が
、一
定
額
以
下

の
場
合
に
申
請
す
る
と
、
納
付
が

猶
予
さ
れ
ま
す
。

＊
申
請
す
る
と
き
は
、
在
学
証
明
書

や
学
生
証
の
写
し
を
添
付
し
て
く

だ
さ
い
。

●
保
険
料
の
追
納

　
保
険
料
の
免
除
や
猶
予
を
受
け
た

場
合
は
、
全
額
納
付
し
た
と
き
に

比
べ
、
受
け
取
る
年
金
額
が
少
な

く
な
り
ま
す
。
免
除
な
ど
を
受
け

た
期
間
の
保
険
料
は
、
10
年
以
内

で
あ
れ
ば
、追
納
で
き
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

○
長
野
南
年
金
事
務
所（
℡
０
２
６

－

２
２
７

－１
２
８
４
）

○
更
埴
庁
舎
・
市
民
課（
内
線

５
４
３
４
）

ごみ処理手数料の減免対象世帯

区分 減免対象 減免内容

紙
お
む
つ
利
用
世
帯

乳幼児
平成27年4月2
日以降に誕生し
た乳幼児がいる
世帯

年間50枚を限度に、
1枚40円の処理手数
料を減免します。袋
代は自己負担です。
＊誕生月により、購

入できる枚数は異
なります。

身 体 障
がい者・
要 介 護
者など

紙おむつを大量
に利用している
世帯
＊夜間や外出時

のみ利用する
などの一時的
な利用は対象
となりません。

年間100枚を限度に、
1枚40円の処理手数
料を減免します。袋
代は自己負担です。
＊申請時に紙おむつ

を購入したことが
分かる領収書２枚
以上の提示が必要
です。

在宅医療廃
棄物排出世
帯

腹膜透析などで
大量の在宅医療
廃棄物を排出す
る世帯

年間100枚を限度に、
1枚40円の処理手数
料を減免します。袋
代は自己負担です。

ご
み
処
理
手
数
料
の
減
免
申
請
を
７
月
か
ら
受
付

乳
幼
児
や
身
体
障
が
い
者
・
要
介

護
者
な
ど
の
紙
お
む
つ
利
用
世
帯
や

在
宅
医
療
廃
棄
物
排
出
世
帯
は
、
ご

み
処
理
手
数
料
が
減
免
に
な
り
ま

す
。

■
対
象　
下
表
の
と
お
り

■
申
請
期
間　
７
月
２
日（
月
）
～

平
成
31
年
３
月
29
日（
金
）

■
申
請
方
法　
印
鑑
を
持
参
し
、
更

埴
庁
舎
廃
棄
物
対
策
課
、
戸
倉
庁

舎
・
上
山
田
庁
舎
の
市
民
窓
口
課

の
い
ず
れ
か
で
、
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

＊
住
民
基
本
台
帳
上
で
申
請
者
世
帯

と
世
帯
を
同
一
と
し
な
い
人
が
申

請
す
る
場
合
は「
代
理
申
請
」と

な
り
ま
す
。
申
請
者
世
帯
の
同
意

を
得
た
う
え
で
、
申
請
者
世
帯
の

印
鑑
、
代
理
申
請
者
の
印
鑑
の
両

方
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先　
更
埴
庁
舎
・
廃

棄
物
対
策
課（
内
線
５
４
２
２
）

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
申
請
を
７
月
か
ら
受
付

室
町
時
代
、
更
科
八
幡
宮
は
京
都

で「
姨
捨
山
の
月
見
」の「
名
所
」と

し
て
有
名
で
し
た
。
連
歌
師
の
宗そ

う
ぎ祇

は
、
教
科
書
で
皆
が
知
っ
て
い
る
著

名
人
で
す
が
、
彼
が
姨
捨
山
の
月
見

に
参
じ
て「
八
幡
宮
神
主
」宅
で
連

歌
の
会
を
開
い
た
こ
と
が
、
文
明
12

年（
１
４
８
１
年
）に
編
ん
だ
句
集

か
ら
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
当
時
の
作

品
の
わ
ず
か
な
残
り
さ
え
現
地
に
伝

わ
っ
て
い
な
い
こ
と
を
、
文
学
研
究

者
が
残
念
が
っ
て
い
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
平
成
7
年
松
田
家
の

蔵
の
中
か
ら「
秋し

ゅ
う
じ
つ
ど
う
え
い

日
同
詠
五
十
五
首

和
歌
」と
書
か
れ
た
巻
物
が
見
つ
か

り
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
蜷
川
貞
相
と

い
う
人
物
が
文
明
16
年（
１
４
８
４

年
）8
月
に
和
歌
を
奉
納
し
た
原
本

だ
っ
た
の
で
す
。
彼
は
、
銀
閣
を
造

ら
せ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
足
利
将
軍

義
政
の
政ま

ん
ど
こ
ろ
だ
い

所
代
・
蜷
川
新し

ん

え

も

ん

右
衛
門

親ち
か
も
と元
の
い
と
こ
で
、
や
は
り
室
町
幕

府
の
高
級
官
僚
で
し
た
。
和
歌
は
、

春
・
夏
・
秋
・
冬
・
恋
・
雑
の
六
歌

題
ご
と
に
並
べ
ら
れ
た
三
十
一
首
の

上
の
五
文
字
と
、
下
の
七
文
字
と
が

分
け
て
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
奥
十
一

首
の
は
じ
め
の
一
文
字
だ
け
を
つ
な

げ
る
と
、「
す
い
ふ
む
た
い
み
や
う

し
む
」（
水
分
大
明
神
）と
な
り
、
一

種
の
呪
文
が
読
み
込
ま
れ
て
い
ま

す
。こ
れ
を「
冠
字
の
作
法
」と
い
い

ま
す
が
、
和
歌
の
呪
術
性
を
示
す
自

筆
原
本
と
し
て
は
日
本
に
残
っ
て
い

る
最
古
の
も
の
で
は
と
指
摘
さ
れ
て

い
ま
す
。

な
お
、
神
社
境
内
に
は
同
時
期

の
室
町
時
代
後
期
に
建
造
さ
れ
た

高こ
う
ら
し
ゃ

良
社
本
殿
が
残
り
、
県
宝
に
指
定

さ
れ
て
い
ま
す
。

蜷川貞相秋日同詠五十五首和歌【松田家所蔵】▲写真1

松
田
館
の

歴
史
探
訪

第2回

千
曲
市
文
化
財
保
護
審
議
会
長

井
原
　
今け

さ

お

朝
男

室
町
幕
府
奉
行
人
・
蜷に

な
が
わ
さ
だ
す
け

川
貞
相
の
詠
草
和
歌
55
首
の
奉
納

　　　 　海老江海浜公園海開き

管理された美しい砂浜と芝生が気持ちのい
い、2006 年オープンの海水浴場です。海水浴
場西側のプレジャービーチではヨットなどのマ
リンスポーツが盛んに行なわれ、ベイエリアの
景色も最高です。
■期日　7月14日（土）～8月31日（金）
■会場　海老江海浜公園
　　　　（射水市海老江1504番地）

姉妹都市の観光情報 射
い み ず

水市観光情報
　　　　第54回富山新港花火大会

帆船海王丸と新湊大橋をバックに約 2,000 発
の花火が夏の夜空を彩ります。富山新港の海上
で開花する水中スターマインやフィナーレの水
中尺玉が見どころです。今年は富山新港開港 50
周年記念のナイアガラ花火も実施します。
■日時　7月29日（日）
　　　　午後7時50分～8時30分
■会場　海王丸パーク（射水市海王町8番地）

■問い合わせ先　
　射水市港湾・
　観光課
　（℡0766-51-

6676）

■問い合わせ先　
　富 山 新 港 花 火

大 会 実 行 委 員
会（射 水 市 港
湾・観光課内、
℡0766-51-
6676）

県宝「武水別神社摂社高良社本殿」▲写真2
（武水別神社境内）


